
様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの

名称  

償却資産課税台帳  

市の機関の名称  市長  

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称  

財政部  課税課  

個人情報ファイルの

利用目的  

固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務を行うた

め。  

個人情報ファイルに

記録される項目（記

録項目）  

別紙のとおり  

本人として個人情報

ファイルに記録され

る個人の範囲（記録

範囲）  

償却資産所有者及び納税義務者  

記録情報の収集方法  
償却資産所有者及び納税義務者からの申告、法人設立

届出、食品営業許可申請  

要配慮個人情報が含

まれるときは、その

旨  

含まれない  

記録情報の経常的提

供先  

千葉県、その他地方公共団体、企業立地推進課  

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地  

（名称）企画総務部行政管理課文書法務係  

（行政情報資料室）  

（所在地）〒２７０－１１９２我孫子市我孫子１８５

８番地  

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等  

なし  



個人情報ファイルの

種別  

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）  

□法第６０条第２項第２

号（マニュアル処理ファ

イル）  

令第２１条第７項に該当す

るマニュアル処理ファイル

の有無  

□有  ☑無  

 

備考   

 


